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「
働
き
方
改
革
実
行
計
画
」
（
平
成
29

年
3月

28
日
働
き
方
改
革
実
現
会
議
決
定
）
に
お
い
て
、
「
女
性
の
就
業
が
進
む
中
で
、

依
然
と
し
て
育
児
・
介
護
の
負
担
が
女
性
に
偏
っ
て
い
る
現
状
や
男
性
が
希
望
し
て
も
実
際
に
は
育
児
休
業
の
取
得
等
が
進
ま

な
い
実
態
を
踏
ま
え
、
男
性
の
育
児
参
加
を
徹
底
的
に
促
進
す
る
た
め
あ
ら
ゆ
る
政
策
を
動
員
す
る
。
こ
の
た
め
、
育
児
休
業
の

取
得
時
期
・
期
間
や
取
得
し
づ
ら
い
職
場
の
雰
囲
気
の
改
善
な
ど
、
ニ
ー
ズ
を
踏
ま
え
た
育
児
休
業
制
度
の
在
り
方
に
つ
い
て
、

総
合

的
な
見

直
し
の

検
討

に
着

手
し
、
実

行
し
て
い
く
。
」
と
さ
れ

た
こ
と
を
踏

ま
え
、
育

児
休

業
制

度
の

在
り
方

を
は

じ
め
、
ニ
ー

ズ
を
踏

ま
え
た
両

立
支

援
策

に
つ
い
て
総

合
的

な
見

直
し
の

た
め
の

検
討

を
行

う
。

武
石

恵
美

子
（
法

政
大

学
キ
ャ
リ
ア
デ
ザ

イ
ン
学

部
教

授
）

【
座

長
】

駒
崎

弘
樹

（
認

定
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法

人
フ
ロ
ー
レ
ン
ス

代
表

理
事

）
【
座

長
代

理
】

池
添

弘
邦

（
独
立
行
政
法
人

労
働
政
策
研
究
・
研
修
機
構

主
任
研
究
員
）

池
田

心
豪

（
独
立
行
政
法
人

労
働
政
策
研
究
・
研
修
機
構

主
任
研
究
員
）

佐
藤

博
樹

（
中
央
大
学
大
学
院
戦
略
経
営
研
究
科

教
授
）

座
間

美
都
子

（
花
王
株
式
会
社

Ｄ
＆
Ｉ推

進
部

部
長
）

趣
旨

・
経

緯

構
成

メ
ン
バ

ー

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
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3
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※
企
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リ
ン
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非

公
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４
回

平
成

2
9
年

8
月
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年
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月
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①
育
児
に
関
わ
る
男
性
の
増
加


共
働
き
家
庭
に
お
い
て
、
働
く
上
で
の
育
児
に
よ
る
制
約
を
女
性
の
み
が
背
負
わ
な
い
よ
う
、
ま
た
、
専
業
主
婦
家
庭
に
お
い
て
、
女
性

が
育
児
の
悩
み
等
を
１
人
で
抱
え
込
む
こ
と
と
な
ら
な
い
よ
う
、
育
児
に
関
わ
る
男
性
を
増
や
す
必
要
。

②
男
性
の
育
児
へ
の
関
わ
り
方
の
改
善


既
に
育
児
に
関
わ
っ
て
い
る
男
性
に
つ
い
て
、
更
な
る
関
わ
り
方
の
改
善
や
、
育
児
休
業
期
間
中
の
み
な
ら
ず
、
子
育
て
期
間
を
通
し
て

育
児
へ
の
関
わ
り
を
進
め
る
必
要
。

③
女
性
の
キ
ャ
リ
ア
形
成
の
た
め
の
対
策


女
性
自
身
の
キ
ャ
リ
ア
形
成
に
対
す
る
意
識
向
上
や
、
企
業
に
お
い
て
男
性
労
働
者
へ
の
両
立
支
援
が
女
性
の
活
躍
、
継
続
就
業
に
つ
な

が
る
と
の
意
識
が
醸
成
さ
れ
る
よ
う
に
取
り
組
む
必
要
。

仕
事
と
育
児
の
両
立
支
援
に
係
る
総
合
的
研
究
会
報
告
書

概
要

座
長
：
武
石
恵
美
子

法
政
大
学
キ
ャ
リ
ア
デ
ザ
イ
ン
学
部

教
授

○
女
性
の
就
業
が
進
む
中
、
依
然
と
し
て
育
児
負
担
が
女
性
に
偏
っ
て
い
る
現
状
等
を
踏
ま
え
、
特
に
、

男
性
に
よ

る
育
児
の
促
進
を
中
心
と
し
た
仕
事
と
家
庭
の
両
立
方
策

に
つ
い
て
検
討
。

２
．
男
女
が
と
も
に
育
児
を
す
る
社
会
に
す
る
た
め
の
基
本
的
考
え
方

〇
働
く
女
性
は
年
々
増
加
。
出
産
前
後
の
継
続
就
業
率
も
上
昇
（
前
回
調
査
40
.4
％
→
最
新
調
査
53
.1
％
）
。
特
に
正
規
職
員
に
つ
い
て
、

育
児
休
業
の
利
用
が
増
加
し
、
継
続
就
業
率
も
上
昇
（
前
回
調
査
56
.5
％
→
最
新
調
査
69
.1
％
）
。

〇
一
方
、
仕
事
と
育
児
の
両
立
の
困
難
さ
を
理
由
に
退
職
す
る
女
性
が
ま
だ
一
定
数
存
在
。

〇
男
性
に
よ
る
家
事
・
育
児
が
進
ん
で
い
な
い
。


育
児
休
業
取
得
率
3.
16
％
（
そ
の
他
の
休
暇
（
年
次
有
給
休
暇
を
含
む
）
の
利
用
に
よ
り
育
児
を
行
う
男
性
は
47
.6
％
）


共
働
き
家
庭
、
専
業
主
婦
家
庭
に
限
ら
ず
、
約
８
割
の
男
性
が
家
事
を
行
っ
て
お
ら
ず
、
ま
た
、
約
７
割
の
男
性
が
、
育
児
を
行
っ
て
い

な
い
。

〇
企
業
に
よ
る
男
性
の
育
児
促
進
の
取
組
も
十
分
に
は
進
ん
で
い
な
い
。


男
性
の
育
児
促
進
の
た
め
の
取
組
に
つ
い
て
、
両
立
支
援
に
積
極
的
・
先
進
的
な
企
業
も
あ
る
一
方
、
85
.2
％
の
企
業
が
特
に
実
施
を
し

て
い
な
い
。

１
．
仕
事
と
育
児
の
両
立
支
援
に
係
る
現
状
と
課
題

男
女
が
と
も
に
育
児
を
し
、
女
性
が
輝
け
る
社
会
を
実
現
。
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◎
働
き
方
・
休
み
方
改
革
の
推
進
、
企
業
風
土
の
改
善
、
労
働
者
の
意
識
改
革
、
社
会
全
体
の
育
児
に
対
す
る
意
識
改
革

男
女
が
と
も
に
育
児
を
す
る
社
会
に
す
る
た
め
の
前
提
と
し
て
、
働
き
方
改
革
に
よ
る
長
時
間
労
働
の
是
正
及
び
「
休
む
」
意
識
の
浸
透
が

重
要
。
企
業
に
お
い
て
、
働
き
方
を
見
直
し
て
長
時
間
労
働
が
是
正
さ
れ
、
メ
リ
ハ
リ
の
あ
る
働
き
方
と
併
せ
て
「
休
む
」
意
識
が
醸
成
さ
れ

れ
ば
、
様
々
な
理
由
で
の
休
暇
取
得
が
進
む
こ
と
と
な
り
、
男
女
と
も
育
児
を
理
由
と
し
て
休
み
や
す
く
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

○
産
後
休
業
期
間
に
お
け
る
休
業
の
呼
び
か
け

女
性
の
産
後
休
業
期
間
に
お
け
る
男
性
に
よ
る
育
児

休
業
等
を
利
用
し
た
育
児
の
た
め
の
休
業
、
休
暇
を

「
男
性
産
休
」
と
銘
打
ち
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
推
進
。

社
会
全
体
に
「
産
後
８
週
間
は
男
性
も
一
定
期
間
休
ん

で
育
児
を
行
う
期
間
」
と
の
共
通
認
識
を
作
る

３
．
男
女
が
と
も
に
育
児
を
す
る
社
会
に
す
る
た
め
の
具
体
的
な
対
応
方
針

【
ス
テ
ッ
プ
1】

育
児
に
関
わ
る

男
性
の
増
加

【
ス
テ
ッ
プ
２
】

男
性
の
育
児
へ
の

関
わ
り
方
の
改
善

女
性
の
キ
ャ
リ
ア

形
成
の
た
め
の
対
策

当
事
者
意
識
の
醸
成

・
育
児
休
業
制
度
、
育
児
休
業
給
付
等
の
周
知

・
育
児
休
業
取
得
に
よ
る
好
影
響
の
周
知

・
育
児
・
介
護
休
業
法
の
履
行
確
保

育
児
休
業
取
得
の
促
進

○
フ
ル
タ
イ
ム
で
働
け
る
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム

制
度
、
時
差
出
勤
制
度
の
利
用
が
促
進
さ
れ

る
よ
う
、
企
業
に
お
い
て
制
度
の
整
備
及
び

活
用
が
進
む
よ
う
推
奨

両
立
支
援
制
度
の
利
用
促
進

・
妊
娠
、
出
産
、
育
児
等
に
関
す
る

教
室
・
講
習
会
へ
の
男
性
の
参
加

促
進

・
男
性
が
こ
ん
に
ち
は
赤
ち
ゃ
ん
事

業
の
対
象
で
あ
る
旨
の
明
確
化

・
男
性
の
育
児
へ
の
関
わ
り
方
に

つ
い
て
、
家
庭
の
状
況
等
に
応

じ
た
様
々
な
パ
タ
ー
ン
の
提
示

パ
タ
ー
ン
の
提
示

○
中
長
期
的
に
議
論
す
る
必
要
が
あ

る
が
、
男
性
が
育
児
を
し
や
す
く

す
る
た
め
、
法
制
的
な
改
善
策
と

し
て
、
次
の
よ
う
な
項
目
が
挙
げ

ら
れ
る

・
取
得
可
能
期
間
（
１
年
間
）
は
変

え
ず
に
、
育
児
休
業
の
取
得
可
能

年
齢
を
引
き
上
げ

・
育
児
休
業
の
分
割
取
得

・
育
児
休
業
等
希
望
者
に
事
業
主
が

事
前
対
応
す
る
仕
組
み

・
中
小
企
業
に
配
慮
し
た
仕
組
み

・
小
学
校
入
学
前
後
の
両
立
困
難
な

状
況
に
対
応
出
来
る
仕
組
み

両
立
支
援
制
度
の
検
討

・
女
性
自
身
の
キ
ャ
リ
ア
に
係
る
検
討
及
び
配
偶
者
と
互
い
の
キ
ャ
リ
ア
を
意
識
し
た

話
し
合
い
の
推
奨

・
企
業
に
よ
る
女
性
労
働
者
の
キ
ャ
リ
ア
を
考
え
る
機
会
の
提
供
を
推
進

女
性
の
キ
ャ
リ
ア
に
対
す
る
意
識
付
け

○
育
児
休
業
以
外
に
も
多
様
な
育
児

の
関
わ
り
方
が
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、

男
性
の
育
児
の
状
況
を
測
る
適
切
な

指
標
を
検
討

男
性
の
育
児
に
係
る
指
標
の
検
討

・
先
進
的
な
企
業
の
好
事
例
の
横
展
開

・
各
企
業
に
お
け
る
、
男
性
に
よ
る
育
児
促
進
の
取
組
状
況
の
見
え
る
化
も
考
え
ら
れ
る

企
業
に
よ
る
男
性
の
育
児
促
進

【
制

度
・
指

標
面

の
検

討
課

題
】

自
治
体
に
よ
る
育
児
関
連
事
業
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